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行政の災害対応
都市防災システム

2023

NPO法人まちの防災研究会 松森和人
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憲法（法）に則り災害対策・対応が実施
憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十三条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反し
ない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する。
二.国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆
衛生の向上及び増進に努めなければならない。

災害救助法 ・ 災害対策基本法
災害時の救助あり方 災害対策・対応のあり方

災害救助法

本法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤
十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的
に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の
保全を図ることを目的とする（第1条）

•第一章 総則（第1条-第2条、第3条から第21条まで削除）
•第二章 救助（第22条-第32条）
•第三章 費用（第33条-第44条）
•第四章 罰則（第45条-第48条）

昭和22年10月18日法律第118号
対象となる救助の種類

•避難所などの収容施設や仮設住宅の供与
•炊出しなどによる給食
•給水車などによる給水
•被服、寝具その他生活必需品の支給又は貸与
•医療及び助産（救護班の出動など）
•被災者の救出
•被災住宅の応急修理
•被災者の生業に必要な金品の給与・貸与
•学用品の給与
•埋葬
•死体の捜索及び処理
•災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木
等で、日常生活に著しい障害を及ぼしているもの（障害
物。豪雪災害時の雪も含む）の除去

本法第23条、施行令第8条
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災害対策基本法

第1章 総則
（目的）第1条
この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から

保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体
及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在
を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対
策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対
策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整
備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保
に資することを目的とする。

昭和36年11月15日法律第223号
災害対策基本法

第1章 総則
第2章 防災に関する組織
第3章 防災計画
第4章 災害予防
第5章 災害応急対応策
第6章 災害復旧
第7章 被災者の援護を図るための措置
第8章 財政金融措置
第9章 災害緊急事態
第10章 雑則
第11章 罰則

市町村における災害対応
被害想定から対策へ
防災計画や対策を立てるうえでの基準

ハザードマップ

災害が発生した場合に、影響が及ぶと想定される区域、
避難に関する情報を地図にまとめたもの。
平常時から、住民の防災意識の啓発と、災害時における
円滑な避難行動の促進を図り、人的被害軽減を図ること
を目的とする。

ハザードマップの種類
洪水・土砂災害。浸水被害・火山・津波・揺れやすさ等

ハザードマップの課題
一定の前提条件から被害予想しており、超える場合も当
然に起こり得る。

※防災行政に依存することなく・・・・

水害・土砂災害対策として
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災害被害の連鎖 〔地震災害の場合〕

揺れ地震

津波

建物被害 死傷者

帰宅困難者

避難生活者

ストレス

病気・自殺

原子力災害
ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害

産業被害

土砂災害・洪水リスク

ハード対策

ソフト対策

被害想定

地域の防災対策の推進を目的

地方自治体が地域防災計画を策定する際の
前提となる

D＝ｆ（Ｈ,Ｅ,Ｖ）

Ｄ：被害
Ｈ：ハザード（理学）
Ｅ：暴露量
Ｖ：脆弱性（土木建築構造等）

予防型モデル

大規模地震対策の概要（被害想定） 平成21年防災白書

15

Ｄ：被害
Ｈ：ハザード（理学）
Ｅ：暴露量
Ｖ：脆弱性（土木建築構造等）
Ａ：人間活動
Ｔ：時間

回復力・予防力

Ｒ＝ｆ（Ｈ,Ｅ,Ｖ,Ａ,Ｔ）

Resillence  Model

レジリエンスモデル

回復力

地域防災活動が影響を与える

リスク対策Vol39 京都大学 林春男より

通常の事業継続

災害時のダメージと人間（事前）活動

レジリエンスモデル

事前活動

０

時間

リスク対策Vol39 京都大学 林春男より

①疑わしきときは行動せよ
②最悪事態を想定して行動せよ
③空振りは許されるが、見逃しは許されない

防災対応の３原則

【災害への事前の備え】

○ 事前準備の良し悪しが対応の成否の最大のカギ

○ 現場を見て何が起こるか想像し、的確に準
備普段できないことは本番でもできない

災害対応の流れとポイント

危険を察知

【発災直前の対応】

○的確な情報収集・伝達
○先手を打つ
空振りＯＫ、見逃しＮＧ

【発災後の対応】

○人命第一
○住民を安心させる
使えるものは何でも使う
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市町村長は災害対応の第一線の責任者

○地域防災計画の作成
○災害対策本部等の設置
○災害に関する情報の収集及び伝達等
○居住者等に対する避難勧告・指示
○都道府県知事や他の市町村長等への
応援要求
○都道府県知事に対する自衛隊災害
派遣の要請の要求 等

対応を誤れば、住民の被害が拡大！！

広範な責務・権限

平時における対応

・災害の発生に備え、防災計画・庁内体制を整備し、平素から訓練を行うことが必要
・また、関係機関と「顔の見える関係」を構築し、協定を締結することも重要
・地域住民の自助・共助の取組を促進し、地区防災計画制度の積極的活用を

市町村
○ 防災に関する組織の整備（法47条）

● 防災訓練の実施（法48条）

● 必要な物資・資材の備蓄（法49条）

● 指定緊急避難場所の指定（法49条の４）

● 指定避難所の指定（法49条の７）

● 避難行動要支援者名簿の作成

（法49条の10）

☆避難行動要支援者名簿情報の利用・提供

（法49条の11）

● 災害対策基金の積立（法101条）

他市町村

都道府県

国

指定公共機関

☆協力要求（ 法 21条）

☆実施推進のための要請
（ 法45条 ）

○ 相互応援協定の
締結等

（法49条の２）

地域住民
☆地区防災計画の提案

（法42条の２）

○ 防災教育の実施
（法47条の２）市町村防災会議

〔防災に関する重要事項を審議〕

● 市町村地域防災計画を作成（法42条）
☆地区防災計画の作成（法42条）

発災直前から直後にかけての情報収集関係

・法律上、定められた情報を「待つ」のではなく、積極的に取りに行く」情報収集が重要
・得た情報がどのような意味を持つのか、瞬時の判断が求められることに留意

・「危険」な情報ほどトップまで迅速に伝達がなされるよう、職員の教育・育成が必要

都道府県

国土交通大臣
気象庁

各種気象予報・
情報

市町村

○ 情報の収集
及び伝達

（法51条）

● 洪水予報等（水防法10条、11条）
● 洪水特別警戒水位情報（水防法13条）

● 雨水出水特別警戒水位情報（水防法13条の2）
● 高潮特別警戒水位情報（水防法13条の3）
● 洪水浸水想定区域（水防法14条）

● 雨水出水浸水想定区域（水防法14条の2）
● 高潮浸水想定区域（水防法14条の3）
● 水防警報（水防法16条）
○ 気象等の予報・警報（気象業務法15条）
● 土砂災害警戒情報（土砂法27条）
● 土砂災害緊急情報（土砂法29条）

発災現場

● 河川等の巡視

（水防法９条）

● 異常な現象の通報
（法54条）

発災後の対応（特に応急期）

・まずは災害の規模を大局的に把握すべき （全体像の迅速な把握が重要）

・「避難指示」等は住民の命に直結。迷ったときには躊躇せず発令を
・災害対応は総力戦。全庁挙げて対応し、積極的に外部からの支援も活用すべき

市町村
☆災害対策本部の設置（法23条の２）

災害に関する情報収集
予防・応急対策方針の作成・実施

☆避難行動要支援者名簿の避難支援等
関係者等への提供（法49条の11）

● 消防機関・水防団の出動・出動準備

（法58条、水防法17条）

● 避難所の災害予防（法86条の２）

☆安否情報の提供（法86条の15）

● 罹災証明書の交付（法90条の２）

☆被災者台帳の作成（法90条の３）

● 関係機関への決壊の通報
（水防法25条）

他市町村

都道府県

地域住民

指定公共
機関

警察

国☆職員派遣要請（法29条）
☆助言の求め（法61条の２）

● 出動の求め（法58条）

☆援助の要求（水防法22条）

● 災害の状況等の報告（法53条）
☆助言の求め（法61条の２）

☆応援要請（法68条）
☆自衛隊災害派遣要請の要求
☆物資又は資材の供給の要請

☆職員派遣要請（法29条）
☆警報伝達のための
通信優先利用（法57条）

☆他の市町村への応援要求
☆広域一時滞在の協議

● 警報の伝達（法56条）
☆避難の指示等（法60条）

☆災害拡大事前措置 ☆警戒区域設定☆工作物の撤去等☆応急措置従事指示等
● 応急措置従事者への補償（☆市道の車両移動等☆決壊後の処置☆立退きの指示

災害救助法が適用されると救助は都道府県において実施 応急対応のイメージ（救助・救急活動／物資の調達、供給活動）
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避難所の設置

・原則として、学校、公民館、福祉センター等の公共施設等を避難所に指定。
・避難の長期化が見込まれる場合や要配慮者を対象に旅館やホテルを借り上げて、避難所と
することも可能。
・要配慮者向けに福祉避難所を設置することも可能。

応急仮設住宅の供
与

・応急仮設住宅の設置（建設）に代えて、民間賃貸住宅の借上げによる供与も可能。
・公営住宅の空き住戸の目的外使用による活用も積極的に図ることが重要。
・高齢者等、日常生活上特別な配慮を必要とする者が複数いる場合に、老人居宅介護等事業等
を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置することが可能

炊き出しその他に
よる食品の給与

・避難所に避難しているからとか、炊事ができない状況にあるからというのみで単に機械的
に提供するのではなく、近隣の流通機構等も勘案しながら実施することが必要。
・避難所等での炊き出しが長期化する場合は、できる限りメニューの多様化、適温食の 提供、
栄養バランスの確保等、質の確保について配慮するともに、状況に応じて管理 栄養士等の専
門職の活用も検討すべき。

飲料水の供給 ・災害により現に飲料水を得ることができないかどうかが救助の判断基準であるので、住家の
被害は問わない。

被服、寝具その他
生活必需品の給与
・貸与

・住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需
品を喪失又は損傷し、直ちに日常生活を営むのが困難な者に対して実施。
・法による被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与は、現物をもって行うものであるか
ら、現金給付は無論のこと、商品券等の金券によることも認められない。

災
害
の
救
助

被災者の救出 ・災害のため現に生命もしくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索
し、又は救出すること。

住宅の応急修理
・災害のため住家が半壊（焼）し、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規
模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊（焼）した者に対して提供。

学用品の給与
・災害により住家の全壊（焼）、流失、半壊（焼）又は床上浸水により学用品を喪失又は 毀損
し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒に対して実施。

埋葬
・法による埋葬は、遺体が発見された後は速やかに遺族等の関係者に遺体を引き渡すのが原則
であり、遺族がいないか、遺族がいても災害による混乱期等のため、その遺 族が埋葬を行う
ことが困難な場合に実施。

死体の捜索・処理

・遺体が発見された場合は、遺族等の関係者に速やかに遺体を引き渡すべきであるが、遺体識
別や遺体に対する最低限の措置として、泥土又は汚物等を付着したまま放置できないこと、原
型を止めない程度に変形した遺体をある程度まで修復するため等に、法による死体の処理とし
て遺体に対して洗浄、縫合、消毒等の処置を行う。

障害物の除去
・半壊（焼）又は床上浸水した住家であって、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一
時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない場合に実施。

災
害
の
救
助

マスコミ対応／ボランティアの活用

災害時においては、応急対応に多忙を極めることが想定されるが、その中でも、マス

コミへの対応をしっかりと行うことは、住民への情報提供の観点からも非常に重要

●マスコミ（報道機関）との連携について

・災害の規模や自治体の規模によりその対応は大きく変わる

・住民に対して情報提供を行う際、マスコミへ情報提供することは効果的

●マスコミ対応のポイント

・マスコミの問合せは１社・２社ではない

・総責任者がマスコミ対応にかかり、指揮系統が乱れるケースも

・発災時は地元以外の記者も派遣されて来るため、地名の読み方や道案内など、
より丁寧な対応が必要

適切に対応できるかどうかは、平時からの準備ができて
いるかどうかで決まる。

大規模な災害が発生した際には、行政による「公助」だけでは

限られた成果しか得られない。「共助」の取組を進めることが、

迅速・円滑な復旧・復興活動に不可欠であり、そのためにはボラ

ンティアの力を最大限活用すべき

・災害ボランティアセンターへの継続的な支援と情報共有（設置から
運営まで）

・防災ボランティア活動に関する広報による支援（防災無線・広報車
など）

・資機材の提供、移動のためのバスの手配など

・被災地の被害情報の発信

・災害対策本部等の会議への参加

・地域の防災の取組に対する平時からの支援

ボランティアを活用するための取組（例 ）

行政の災害対応（予防）は

地震災害

風水害 予報精度の高度化・水防施設強化
避難情報の適切発信
避難場所の適切な設定
避難行動要支援者の支援体制
居住者の避難に対する意識の醸成

耐震化の促進・インフラの耐震化
津波予報精度の高度化
津波避難対策の促進

風水害の対応（予防）は、異常気象や対策の後
手・空回りにより迷走状態となっている
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29 30
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水害・土砂災害
その時のために

～地域の役割とは～

NPO法人まちの防災研究会 理事長 松森 和人

水害・土砂災害の
最大の問題とは

31 32

33 34

35 36
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ま
ち
の
防
災
研
究
会

38

今回の豪雨災害は、行政主導の避難対策の限界を明
らかなものとし、国民一人ひとりが主体的に行動し
なければ命を守ることは難しいということを我々に
突き付けた。
行政には、引き続き、避難対策の強化に向け全力で
取り組むことを求めるが、加えて、国民の皆様に、
下記のことを強く求める。

平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災
害からの避難の在り方について（報告）

＜国民の皆さんへ～大事な命が失われる前に～＞
・行政が一人ひとりの状況に応じた避難情報を出すことは不
可能です。自然の脅威が間近に迫っているとき、行政が一人
ひとりを助けに行くことはできません。

・行政は万能ではありません。皆さんの命を行政に委ねない
でください。

・避難するかしないか、最後は「あなた」の判断です。皆さ
んの命は皆さん自身で守ってください。

・「あなた」一人ではありません。避難の呼びかけ、一人で
は避難が難しい方の援助など、地域の皆さんで助け合いま
しょう。行政も、全力で、皆さんや地域をサポートします。

約600万人⇒約2.7万人
0.5％
西日本豪雨災害

避難実施率（2018/7/7）

避難しない・避難出来ない

2019年6月から 防災情報の伝え方を変更
２
０
１
９
年
７
月

台
風
１
９
号
等
災
害

長
野
市
長
沼
地
区

避難率は平均約２%

37 38

39 40

41 42
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毎
日
新
聞
（
20
19

・
10･

19

）

内閣府

避難勧告は廃止です

避難指示で必ず避難

令和３年５月２０日から

内閣府

避難行動の原則とは

内閣府

市町村の責務

市町村は、
避難情報がどのような考え方に基づいているのか、
居住地等にどのような災害リスクがあるか、
どのような時にどのような行動をとるべきか等
居住者等の一人一人や、施設管理者が理解し、
災害時に適時的確な避難行動をとることができるとともに、
ハザードマップ等を活用した実践的な訓練等を通じて、平時から周知徹底を図る

避難
情報

居住地の
災害リスク

どのような行動
をとるべきか

居住者が理解し、適時的確な避難行動ができる

避
難
情
報
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

令
和3

年

43 44

45 46

47 48
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居住者が持つべき避難に対する基本姿勢

災害リスク
を理解

安全な
避難経路

ご近所
との連携

居住者自らの判断で主体的な避難行動をとる

避
難
情
報
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

令
和3

年

居住者等は、
行政主導のソフト対策には限界があることをしっかりと認識し
自然災害に対して行政に依存し過ぎることなく、
「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、
自らの判断で主体的な避難行動をとることが必要である

自主的で適時的
確な避難行動

今からシミュレーションしてみましょう

ある気象・防災情報などを発表します
みなさんは

どの段階で、どのような判断・行動をするのか
考えてみてください

自分 家族
ご近所

要援護者 避難場所

地区

【7月13日（金）18時00分】

福井地方気象台は、14日から15日にかけて
嶺北北部を中心に激しい降雨が予想され、18時
に警戒レベル１を発表しました。
テレビでは、『今後の情報に充分注意をしてくださ
い』と、言っています。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月14日（土）13時00分】

降雨は続いており、断続的に激しい雨が降ってい
ます。予報では明日朝までに嶺北北部を中心に
200～300mmの降水予想され、12時30分
に警戒レベル２が出されました。
テレビでは、『今後の予報、行政からの避難情報
などに注意し、避難の情報が出されたときは速や
かな避難をお願いします。』と、言っています。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月14日（土）1７時00分】

雨は更に降り続き、あわら市の雨量計で延べ雨量
が200mmを超えたようです。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月14日（土）１８時３０分】
雨は激しさを増し、白く前が見えにくい状況で、
道路もかなり冠水しています。
気象庁から、あわら市で時間90mmの記録
的短時間大雨情報が出されました。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

49 50

51 52

53 54
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【7月14日（土）1９時00分】
あわら市内の中小河川の殆どが越水状態となり、
道路冠水が各地で始まり、数台の自動車が立
ち往生しているとのことです。

【7月14日（土）20時00分】
国道8号線の数カ所で冠水しているとの情報が
メールで入ってきました。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月15日（日）３時40分】
あわら市の振り始めからの降水量は520mm
気象庁は竹田川に氾濫危険情報に発令した。

【7月15日（日）５時00分】
竹田川の水位が氾濫危険水位を超えた。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月15日（日）５時30分】
山間部で土砂災害発生の通報あり。詳細は不明

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月15日（日）６時30分】
市姫1丁目付近 竹田川左岸で決壊したとの
通報

行政からの避難情報が有る場合

【7月13日（金）18時00分】

福井地方気象台は、14日から15日にかけて
嶺北北部を中心に激しい降雨が予想され、18時
に警戒レベル１を発表しました。
テレビでは、『今後の情報に充分注意をしてくださ
い』と、言っています。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月14日（土）13時00分】

降雨は続いており、断続的に激しい雨が降ってい
ます。予報では明日朝までに嶺北北部を中心に
200～300mmの降水予想され、12時30分
に警戒レベル２が出されました。
テレビでは、『今後の予報、行政からの避難情報
などに注意し、避難の情報が出されたときは速や
かな避難をお願いします。』と、言っています。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

55 56

57 58

59 60
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【7月14日（土）1７時00分】

雨は更に降り続き、あわら市の雨量計で延べ雨量
が200mmを超えたようです。
テレビでは、
『あわら市全域に、「警戒レベル３ 高齢者等避
難」が発令されました』と、言っています。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月14日（土）１８時３０分】
雨は激しさを増し、白く前が見えにくい状況で、
道路もかなり冠水しています。
気象庁から、あわら市で時間90mmの記録
的短時間大雨情報が出されました。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月14日（土）1９時00分】
あわら市内の中小河川の殆どが越水状態となり、
道路冠水が各地で始まり、数台の自動車が立
ち往生しているとのことです。

【7月14日（土）20時00分】
国道8号線も数カ所で冠水しているとの情報が
メールで入ってきました。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月15日（日）３時40分】
あわら市の振り始めからの降水量は520mm
気象庁は竹田川に氾濫危険情報を発令した。

【7月15日（日）５時00分】
竹田川の水位が氾濫危険水位を超えた。
あわら市は「警戒レベル５」を発令し「緊急安全
確保」を図るよう防災無線で呼びかけています。

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【３時45分】 防災無線から、
『あわら市全域に避難指示 警戒レベル４が
発令されました。直ちに避難してください』と、
言っています。

【7月15日（日）５時30分】
山間部で土砂災害発生の通報あり。詳細は不
明

こ
ん
な
時

ど
う
し
ま
す
か

【7月15日（日）６時30分】
市姫1丁目付近 竹田川左岸で決壊したとの
通報

ま
ち
の
防
災
研
究
会

66

水害・土砂災害からの
避難の基本

61 62

63 64

65 66
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孫子

敵と味方をよく知るならば、どんな戦いに
も殆ど敗れる心配はないだろう

水害・土砂災害の怖さ
発生特性や予報情報等

命を守る正しい知識
避難の正しい知識・計画

彼を知り己を知れば
百戦殆うからず

彼を知らずして
己を知れば一勝一敗す

彼を知らず己を知らざれば
戦うたびに必ず殆うし

敵の実情を知らなくても勝てることもある
が、負けることもあるだろう

敵も味方のことも知らないなら、何度戦っ
ても必ず危険に晒されるだろう

災害から命を守る三ヶ条

69

あまく見ない

正しく学ぶ

つながる

正常化の偏見 過依存性

災害の特性と対処法

地域や職場、学校などの連携

安全な場所へ
安全な段階に
避難する

避難行動の基本

命を守る避難力
確実に実施するために

住民自身の避難力対策

認知 作戦

人命だけは確実に助かるために

情報

住んでいる地域の
ハザードを知る

気象情報
避難情報

周辺状況など

通常避難方法
駆込み避難方法
要支援者対策

判断力避難行動のタイミング

コロナ対策

67 68

69 70

71 72
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市町村の責務

市町村は、
避難情報がどのような考え方に基づいているのか、
居住地等にどのような災害リスクがあるか、
どのような時にどのような行動をとるべきか等
居住者等の一人一人や、施設管理者が理解し、
災害時に適時的確な避難行動をとることができるとともに、
ハザードマップ等を活用した実践的な訓練等を通じて、平時から周知徹底を図る

避難
情報

居住地の
災害リスク

どのような行動
をとるべきか

居住者が理解し、適時的確な避難行動ができる

避
難
情
報
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

令
和3

年

住んでいるところには、どの
ようなリスクがあるのか

そのリスクから命を守るには
どうしたらよいのか

住民自身が適時的確な判
断ができるように

どうでも立ち退き避難

２階以上に避難

あらかじめ
知っておく

避難の
判断

自主防災組織が学び実践する必要がある

住民の避難力が必要となる

74

原則
立退き避難

駈け込み避難

垂直避難

認知する
どの様なハザードがあるのか知り覚悟する

あ
わ
ら
市
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

計
画
規
模

想
定
最
大
規
模

77

「認知する」とは

住んでいる家屋は
立退き避難が必要なエリア・家屋なのか？

理解して
命を守る行動を覚悟すること

73 74

75 76

77 78
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情報を正しく使う
様々な情報を正しく利用できるように

気象注意報・警報 降水短時間予報

土砂災害警戒判定メッシュ 土砂災害警戒情報

最低限

これらの情報は適切に利用できるように

作戦を立てる
リスクを理解し

地域ぐるみで命を確実に守る避難方法考え準備する

通常通り
指定避難場所へ

安全な場所の
親戚や知人宅へ

安全な場所の
ホテルなどへ

安全が確保できる段階（通常避難）

安全が確保できない段階（緊急安全確保）

立退き避難が必要な家等
最も近隣の

安全が確保できる場所へ

自宅等の２階以上
の場所への避難で
安全を確保する

避
難
の
方
法
に
は
【
作
戦
】

立退き避難（通常移動避難）

駆け込み避難 屋内退避・垂直避難

全住民対象

～どのような場所か～

海抜が低い、又は
くぼ地に住んでいる

一級河川に近い場所
に住んでいる

上記以外のところに
住んでいる

土砂災害の恐れのあ
る所に住んでいる

危
険
度

高

低

～どのような建物か～

木造住宅の
２階建て以
上

鉄筋コンクリー
ト造などの頑丈
な３階建て以
上

鉄筋コンクリー
ト造などの頑丈
な２階建て

木造住宅の
平屋建て

安全度高 低

79 80

81 82

83 84
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一級河川に近い 土砂災害の恐れ海抜低い・くぼ地

木
造
平
屋

木
造
２
階

鉄
筋
２
階

鉄
筋
３
階

大

右記以外

水害・土砂災害 環境別危険度判定

危険度

大
危険度

大
危険度

大

危険度

４
危険度

４
危険度

４

危険度

３
危険度

３
危険度

３
危険度

３
危険度

３

危険度

２
危険度

２
危険度

２
危険度

２
危険度

１

ハザードマップの活用方法

■ハザードマップはインフォメーション
浸水想定と浸水襟を表示した地図
リスク（被害）を表示したものではない

■自分の住んでいる家屋のリスクを理解し
なければならない
浸水想定深は家屋前面の道路からの高さ

その時に身を守ることのできる床高さがあ
るか確認し身の守り方を決める
これが防災マップとなる

小浜市での
防災マップ作成活動

歩くルートや危険個所の確認

全家屋をチェック

90

85 86

87 88

89 90
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91

判断力を育てる
情報を活用して適時的確な避難行動の判断をする

早めの避難
明るいうちの避難
迷ったら避難

普段から避難計画を立てておく

安全な段階の基本

気象注意報・警報 降水短時間予報

土砂災害警戒判定メッシュ 土砂災害警戒情報

避難の作戦（優先順位）

シミュレーションから
月日 時間 事象・気象予報等

延べ雨
量

警戒レベ
ル

7月13日 18:00明日夜から大雨警戒を 1

7月14日 13:00今夜から明朝までに200～300 2

17:00高齢者等避難 200 3

18:30記録的短時間大雨情報(90mm) ↓

19:00道路冠水 ↓

20:00国道8号道路冠水 ↓

7月15日 3:40竹田川氾濫危険情報 520

3:45市内全域避難指示 4

5:00竹田川氾濫危険水位
〃 緊急安全確保 5

5:30土砂災害発生通報 ↓

6:30竹田川決壊 ↓

91 92

93 94

95 96
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様々な条件でトレーニング

自力での避難が困難な人への支援

避難行動要支援者対策

ま
ち
の
防
災
研
究
会

99

逃げない人

逃げられない人

水害・土砂災害の最大課題 新潟豪雨(2004）

１２時４０分
避難勧告

１３時ごろ
五十嵐川決壊

12名が犠牲に

要援護者対策を内閣府がガイドラインを作成

２０１８年西日本豪雨災害

その人に適した
個別の
避難計画が必要

様々な要因により、避難に支援が必要な方が

耳が聞こえにくい方

判断が難しい方

歩行が困難な方

視力が弱い方

車いすの方

寝たきりの方

持病がある方

体力の弱い方

精神疾患など

木造平屋で土砂災害危険エリア

木造2階建てで１級河川横に居住の方

河川などからは遠く低浸水予想エリア

中山間地域の急流河川沿いに居住

97 98

99 100

101 102
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個別避難計画を作るには

身体的状況

環境別危険度

情報の理解・判断能力
移動のための能力

住んでいる場所の危険度
住んでいる建物の安全度

＋家族環境など

ま
ち
の
防
災
研
究
会

105

せめて
自力での避難が

困難な方々だけでも
地域の力で

命を守るコミュニティ
避難行動要支援者対策に必要なこと
トリアージの後

支援者名簿
の作成

個別支援計画
の作成

支援訓練
の実施

安否の
確認

避難支援
の実施

危険の
連絡

支援の準備

支援者の
選定

避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
の
手
順支援の実施

避難
場所へ

住民による避難計画が必要
安心して避難できる

避難デザイン

避難場所の管理者
に引継ぐ

■避難場所および避難経路
■避難支援開始の基準とタイミングを設定

■要支援者支援体制の準備および支援手順の決定

住民による避難計画とは

水位・降水量（時間・延べ）・予報警報・降水予想・
土砂災害計画情報・避難情報

■避難支援実施時の注意点（支援者の安全確保など）

■安否確認・連絡体制

住
民
に
よ
る
避
難
計
画

全地域住民を対象とした避難の計画

103 104

105 106

107 108
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タイミングに注意
タイムラインの制作例

「〇〇時間前」というタイミン
グの設定は、大雨のピークまた
は氾濫が深夜または日の出前に
予想された場合、深夜に避難移
動することになり、逆に危険な
行動となる。

大雨のピークや氾濫予想が深夜
などの場合は、警戒レベル3か
つ安全な段階で、要立退き避難
対象は避難を開始する

110

地域全体で避難デザイン（計画）を

高齢者や障がいのある方が
安心して避難できる場所

医療的支援や介護が必要な
方が避難できる場所

多少不便でも体力的に大丈
夫な方が避難できる場所

避難する方の身体的状況によって避難する場所に必要
となる機能・環境は異なってくる

専門的知識や資格を有した支援者が配
置してあり、ベッドなどの必要な備品
等も配備されている

バリアフリーや車いす用トイレなどが
設置されており、杖や車いすでも安心
して移動でき、ベッドのなども配備

一定レベルの感染対策が講じられてお
り、基本的に避難者自身で清掃や会場
の設営などにも協力する

安
心
し
て
避
難
で
き
る
避
難
デ
ザ
イ
ン
（
計
画
）

ま
ち
の
防
災
研
究
会

111

逃げない

地区防災計画を

2019年
地区防災計画策定委員会設置

2021年11月
北地区防災計画制定

2022年3月
敦賀市防災会議で承認を受け
敦賀市地域防災計画に組み入
れられる

福井県内第１号

109 110

111 112

113 114
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台風19号(2019)で千曲川決壊で被災した長野市長沼地区
（4区･約900世帯･約2300人）

2015年に地区防災計画を作成し、その中で「避難ルールブック」を作成し、市からの
避難情報だけではなく、独自の避難判断基準を設けていた。
今回の台風災害時は、市からの避難情報よりも早く要援護者の避難を開始していた。

116

愛媛県大洲市三善地区
『みんなが我がこととして』

２０１８年 西日本豪雨災害

隣近所で話し合って決めて行く

115 116

117 118

119 120
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命を守ることは本気
でやらないかん！

自分たちで考えて
自分たちで作った！

だから
みんな知っとる！！

三善地区 区長会長（窪田さん）

おつかれさまでした

121 122

123 124
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